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公益法人関連事業評価書（第三者分配型補助金等）
平成１８年３月

評価対象（事業名） 血液確保事業等補助金

担当部局・課 主管部局・課 医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室

関係部局・課

１．事業の内容

( ) 関連する政策体系の施策目標1
番号

安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること基本目標 １

施策目標 ５ 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等

に必要な医療等を確保すること

Ⅳ エイズの発症・まん延の防止を図ること

( ) 事業の概要2
事業内容

本事業は、血液製剤によるＨＩＶ感染者、二次感染者及び三次感染者について、①

エイズ発症前の者への健康管理費用の支給を行うとともに、支給を受けたＨＩＶ感染

者等から病状の報告を求め、発症予防に役立てるための調査研究を行うものである。

②また、エイズ発症者のうち、ＨＩＶ訴訟において和解が成立した者に対し、エイズ

発症に伴う健康管理費用の支給を行うものである。

①の事業のうち、健康管理費用の支給については （財）友愛福祉財団（以下「財、

団」という ）が独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という ）に委。 。

託して行い、また財団がＨＩＶ感染者等より病状の報告を受けるとともに、調査研究

については、その一部を機構に委託しながら行っている。さらに、②の事業について

は財団が機構に委託して行っている。

なお、これらの事業に関する費用については、本補助金とともに、ＨＩＶ訴訟に係

る関連企業からの拠出によるものである。

関連公益法人名

（財）友愛福祉財団

（ ）財政状況 単位：百万円

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

４９０ ４８５ ４８２ ５５０ ５５０国から交付さ

（決算額） （決算額） （決算額） （予算額） （予算案）れた補助金等

第三者分配比 ９７．９ ９８．３ ９８．３

（％）率

２．評 価

必要性、効率性、有効性等の分析

（整理番号２－３）
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（必要性）

、 （ ） 、本事業は ＨＩＶ訴訟の和解時の確認書 原告並びに大臣及び関連企業 に基づき

国及び関連企業からの拠出により行うこととされた事業である。また、本事業は、エ

イズ発症前のＨＩＶ感染者等について、定期的に病状を報告してもらうことを通じて

発症の予防に寄与するものであるとともに、エイズ発症者については健康管理を行う

ことにより病状の維持改善に寄与するものであり、血液製剤によるＨＩＶ感染者等の

福祉の向上のために必要不可欠なものである。

（効率性・有効性）

国及び関連企業からの拠出により行う事業であることから、国と関連企業が個別に

事業を実施することは効率的でなく、ＨＩＶ感染者等にとっても、国と関連企業が個

別に事業を実施した場合には、双方から健康管理費用を受けたり、また双方に病状報

告を提出する必要が生じることとなり、利便性等の観点からも適当でないことから、

事業の窓口を、ＨＩＶ対策においてＨＩＶ感染者等のための救済事業等を行うという

財団の果たす役割を踏まえ、財団にて一本化している。また、健康管理費用の支給等

については、事業の効率的な運営を図る観点から、機構に委託して行っている。

健康管理費用を支給することで血液製剤によるＨＩＶ感染者等の病状の維持改善が

図られるとともに、支給を受けたＨＩＶ感染者等からの病状の報告により、発症予防

に役立てるための調査研究を進めているところであり、血液製剤によるＨＩＶ感染者

の福祉の向上を図るための事業を有効的に実施している。

（参考：平成１６年度給付実績）

①エイズ発症前の者： 件、 千円647 348,446
②エイズ発症者のうちＨＩＶ訴訟において和解が成立した者： 件、 千円122 210,600
評価結果（政策的必要性を始めとした合理的理由）

ＨＩＶ訴訟の和解時の確認書において確約された事業であり、血液製剤によるＨＩ

Ｖ感染者等の福祉の向上を引き続き図る必要があることから、今後も本事業を継続し

て実施することとする。また、本事業を効率的かつ効果的に実施していくため、引き

続き、財団を通じて行うことが適当である。

３．特記事項

（整理番号２－３）


